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研究の背景
・公的介護保険は、「介護の社会化」を理念として2000年に創設

現物給付を原則とした制度設計により、サービス利⽤は拡⼤し、
家族介護依存からの転換を⼀定程度、実現

・⼀⽅で、世帯構造の変容・就労形態の変化の下、
介護者側は、介護離職、⽼⽼介護、ビジネスケアラーなどの課題が顕在化

＊あくまで被介護者が中⼼であり、介護者⽀援は⼗分に体系化されていない
• 主要な介護者⽀援に関する既存の仕組み

相談⽀援（地域包括⽀援センター／ケアマネジメント）
短期⼊所（ショートステイ）

→ 介護者休息への間接的効果
介護休業制度（雇⽤保険）

→ 93⽇3回までを上限
＊現⾏制度では、ショートステイの空き不⾜／地域格差／急な利⽤に対応が困難 2



介護者を取り巻く現状(ビジネスケアラー)
経済産業省(2023)「第13回 産業構造審議会 経済産業政策新機軸部会」
・ビジネスケアラーについて

2030年には家族を介護する833万⼈のうち、約4割（約318万⼈）がビジネスケアラー
・ビジネスケアラー発⽣に伴う多⼤な経済損失

⽣産年齢⼈⼝の減少が続く中で、ビジネスケアラーの数は増加傾向
介護に起因した労働総量や⽣産性の減少が⽇本の労働損失に有する影響は甚⼤。
ビジネスケアラー発⽣による経済損失額は約９兆円に迫る

・介護と仕事の両⽴実現に向けての課題
職場・上司の理解が不⾜していること
両⽴体制構築に当たっての初動⽀援が⼿薄いこと、
介護保険サービス単体ではカバー範囲が限定的であること等が課題 3



研究の⽬的
• 「介護の社会化」を基軸とする公的介護保険制度の原則を維持しつつ、

現⾏制度が⼗分に対応できていない介護者側の補完的ニーズに応える
現⾦給付のモデルを検討すること。

・具体的には、⽇本で介護⼿当(現⾦給付)が導⼊に⾄らなかった背景を踏
まえて、ドイツの公的介護保険制度における現⾦給付の運⽤実態と家族介
護⽀援の制度的位置づけを参照しつつ、⽇本のケアマネジメント体制に適
合する形で、選択的・限定的な現⾦給付を検討する。

＊本研究は、制度理念の転換を意図するものではなく、突発・短時間の介
護ニーズ、レスパイトケアなどのニーズに応じる柔軟性の付与である。
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介護保険制度の⽬的とされていた政策⽬標
• ⽼後の最⼤不安＝介護への備え

→ 介護リスクの社会化（社会保険化）
• 家族介護負担の軽減

→ 介護の社会化（主に⼥性介護者の負担緩和）
• 措置から契約へ

→ 利⽤者の選択と公平性
• ⺠間参⼊を促し、供給量と質を向上

→ 市場機能の活⽤
• 医療・福祉の⼀元化

→ 社会的⼊院の解消と適正化
• 安定財源の確保

→ 社会保険⽅式による持続可能性
5



介護⼿当(現⾦給付)が導⼊に⾄らなかった背景
・社会保障審議会介護保険部会の報告書(2017)
「介護保険制度の⾒直しに関する意⾒」

①家族介護の固定化につながり、「介護の社会化」という制度理念や、介
護離職ゼロ・⼥性の活躍推進の⽅針に反すること

②現⾦給付の導⼊により現物給付が縮⼩すると、介護サービス基盤が崩れ、
仕事と介護の両⽴が阻害される恐れがあること。

③現⾦給付の導⼊は新たな給付増につながり、制度の持続可能性を損なう
こと。 6



ドイツ：公的介護保険の現状

• 1994年に制定され、1995年1⽉に施⾏。
• 保険者：公的医療保険の疾病⾦庫に設けられた介護⾦庫
• 被保険者

公的医療保険加⼊者が介護保険（SPV）
私的医療保険加⼊者が私的介護保険（PPV）
(2024年末の被保険者数は、SPV約7,474万⼈、PPV約914万⼈)
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ドイツ：要介護認定について
• 2016年以前：介護に必要な時間を基準として 3 段階（介護等級Ⅰ〜Ⅲ）
• 2017年以降：要介護者の⾃⽴性を測定するための 6 つのモジュールの合
計点数により 5 段階。それぞれに給付額(限度額)が定められている

8
出典：BMG(2025a)を参考に筆者作成

出典：BMG(2025a), BMG(2025b)を参考に筆者作成

図表１：モジュールと評価内容 図表２：要介護認定の基準と⼈数(2024年時点)



⽇本：要介護認定について
• 要介護認定は、「介護の⼿間」を表す「ものさし」としての時間である

「要介護認定等基準時間」を5つの基準にあてはめ、さらに認知症⾼齢者
の指標を加味して実施する

9出典：厚⽣労働省「都道府県別 要介護（要⽀援）認定者数−男⼥計−」を参考に筆者作成

図表３：要介護認定の基準と⼈数(2024年時点)



ドイツ：給付額（限度額）
図表４：ドイツにおける要介護度別の給付額

出典：BMG(2025b)を参考に筆者作成

10



ドイツ：給付額(限度額)
• 介護⼿当の⾦額は、同要介護度での介護サービス給付の限度額と⽐べて著しく

低い。(森(2020))
- 2024年時点の介護⼿当の⾦額は、介護サービス給付限度額の

43.6%（要介護度 2）、40.0％（要介護度 3）
43.0％（要介護度 4）、43.1％（要介護度 5）

- 2016 年時点(新しい要介護区分に置き換わる直前)
52.1％（介護等級Ⅰ） 、40％（介護等級Ⅱ） 、45.2％（介護等級Ⅲ）

*制度創設時に現物給付よりも現⾦給付での受給を選択する場合が多いと想定さ
れ、現物給付額より現⾦給付額を低く設定することで、介護給付の総⽀給額を抑
制する狙い（斎藤(2013)） 11



ドイツ：基本理念と家族介護の評価
• 基本理念
①要介護者本⼈の⾃⽴と⾃⼰決定の尊重

加⼊する医療・介護保険の保険者を選択できる。
保険給付では、現⾦給付・現物給付・両者の組み合わせを⾃由に選択できる。

②在宅介護の優先である。
インフォーマルケア（家族や近隣住⺠等）を第⼀義的なものとしたうえで、介護保険による

フォーマルケアはこれを補充するものとして位置付け。
＊家族や近隣住⺠、ボランティアが無償で介護することを前提にしている。

そのため、インフォーマルケアの介護を社会的に評価するための仕組みを設けている。
⼀定の要件を満たせば、介護期間を法定年⾦の保険期間として扱う仕組み、失業保険の保険

期間として扱う仕組み
⇨家族介護を「社会的労働」として⼀部評価する制度が設けられている。
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ドイツ：在宅介護における給付
①在宅介護における給付
- 介護⼿当(現⾦給付）：要介護者本⼈の在宅介護⽀援における負担軽減を⽬的

要介護者本⼈に⽀給される(あくまで無償介護する家族介護者等に直接⽀給されるものではない)
介護⼿当は、受け取った要介護者本⼈が、⾃ら在宅での⽣活を継続するために必要な介護や家
事援助をコ―ディネイトするために必要な経費に充てることを前提に⽀給されるもの。
仮に要介護者本⼈が、⽀給された介護⼿当を家族介護者等に⽀払ったとしても、あくまでも本
⼈の⾃⼰決定によるものであり、家族介護者等の介護に対する対価ではない。
- 専⾨職による訪問看護
現物給付と組み合わせ(コンビネーション給付)。
現⾦・現物の各給付割合に従って各上限額に対する⾦額を計算し、⽀給調整。
現⾦給付の選択が常に約 8 割を占めており、現物給付、両者の組み合わせは若⼲増加傾向に

あるが、なお少数。 13



ドイツ：在宅介護における給付の実態
ドイツ連邦保健省のHP：介護⼿当は「原則として、介護および⽀援を担う者に、感謝として⼿
当を渡すことが⼀般的である」と位置付けている。

・制度の利⽤実態(VdK(2022))
介護サービスの中で、介護⼿当が最も利⽤が多い（約82％）

・家族介護者への実際の移転
- 家族が⼀部または全額受け取る：37％
- 別居の場合：21％
- 配偶者・親（要介護児の親含む）：39％

・インフォーマルケアへの移転：約50％
- 65％が⽉200€以上
- 26％は⽉300€超

＊実態としては、家族介護の“賃⾦”ではなく、費⽤補填の性格が強い。 14



再掲：介護⼿当(現⾦給付)が導⼊に⾄らなかった背景

・社会保障審議会介護保険部会の報告書(2017)
「介護保険制度の⾒直しに関する意⾒」
①家族介護の固定化につながり、「介護の社会化」という制度理念や、介
護離職ゼロ・⼥性の活躍推進の⽅針に反すること

②現⾦給付の導⼊により現物給付が縮⼩すると、介護サービス基盤が崩れ、
仕事と介護の両⽴が阻害される恐れがあること。

③現⾦給付の導⼊は新たな給付増につながり、制度の持続可能性を損なう
こと。 15



総括：①家族介護の固定化に対する懸念の整理
・介護保険の創設により、⼥性の労働参加率が上昇し、労働時間が増えたという結果か
らも、当時の現⾦給付の未導⼊は妥当。
・ドイツでは在宅介護が原則のため、家族介護が⼀定程度の前提となる。

⼀⽅で、現⾦給付は実態として、家族介護への賃⾦だけでなく、在宅介護の補完的費
⽤として位置づけられる。

*在宅介護優先だが、家族が全負担を抱え込むことは想定していない。
⇨現⾦給付のみの世帯には定期的な助⾔訪問を義務化
→ 必要時にはサービス給付利⽤へ転換もあり

家族介護を重視しつつ、固定化を避ける設計
・⽇本においては、地域包括⽀援センターによる相談・権利擁護・早期介⼊が整備。

家族の抱え込みを防ぐ⽀援体制が進展する中で、現物給付を基盤としつつ、補完的・
選択的現⾦給付を検討する余地がある 16



総括：②現物給付の縮⼩と介護サービス基盤の崩壊に対する懸念
の整理
・⽇本の介護市場には既に制度的基盤が存在
-ケアマネジメント体制によりサービス選択が計画的
- 訪問関連サービスと⺠間サービスの併⽤（混合介護）が既に⼀部に進⾏
- 都市部を中⼼に⺠間サービス供給⼒・起業参⼊が拡⼤

＊現⾦給付の設計次第では、現物給付の代替でなく、現⾏制度では⼗分に
対応できていない家族介護者側の負担領域（緊急レスパイト・⽣活援助・
移動⽀援等）を補完する資⾦として機能。
これにより、潜在化しているニーズ（介護継続⽀援・介護離職回避）が顕
在化し、⺠間事業者の参⼊・サービス多様化という供給側の応答が期待さ
れる(特に都市部)。 17



総括：③制度創設時における費⽤増⼤に対する懸念
の整理
・⽇本では介護⼿当に関して、ドイツで最も評価された介護家族やボラン
ティアのための社会保障上の法的保障については当初から検討の課題とし
て取り上げられず、単に現⾦給付の是⾮のみが議論されてきた(本沢
(1996))
・ドイツでは、現物給付よりも低⽔準な現⾦給付を選択している割合が⾼
い。現⾦給付が介護保険の財政費⽤を節約していることはほぼ間違いない
という⾒⽅もある(増⽥(2015))

・実際にドイツの公的介護保険においては、現物給付に⽐して給付⽔準が
低い（概ね給付額の4割程度）現⾦給付を選択する利⽤者が全体の約8割を
占めている。
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総括：選択的現⾦給付の導⼊可能性Ⅰ
• ただし⽇本に⽀給単位限度に対する平均使⽤率は約45%~65%かつ、残りの単位は持ち越し無し

ドイツの様に、給付併⽤させた場合の総⽀給額は増額する点は留意
• 仮に介護⼿当の⾦額を、介護サービス給付限度額の40%

残りの使⽤割合を現⾦給付とするなら、
*要介護１の単位使⽤率が45％の場合(L=限度額)
0.4L＊(1 - 0.45)=0.22L・0.45L + 0.22 L = 0.67L

→ 22ポイント増(限度額の67%分の給付）
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図表５：要介護度別⽀給限度額に基づく現⾦給付の相当額（40%）

出典：筆者作成



総括：選択的現⾦給付の導⼊可能性Ⅱ
・財政を中⽴させる場合(例)

!
"
= v + k(1−v)

財政を中⽴させる条件（ !
"
= u）より

k + ( 1 ‒ k )v=u

v = ( u− k )
( 1− k )

= (0.45 - 0.4)
( 1 - 0.4 ) ≒0.08333(=8.3%)

＊財政を中⽴させる問いう条件下では、現物利⽤率：45% → 8.3%(現⾦：36.7%)とする必要が
⽣じ、⼤幅な現物給付の代替が前提となる。しかし、現物給付は⽇本の介護保険制度の基軸で
あり、利⽤者のサービスアクセスおよびケアの質確保の観点からも、現実的ではない。 20

L：⽀給限度額
u：現⾏の現物サービス利⽤率
k：導⼊後の現⾦給付上限率
v：導⼊後の現物サービス利⽤率
T：導⼊後の総給付額（現物＋現⾦）



• ドイツ型のモデルをそのまま⽇本に適⽤するのではなく、現物給付を基本とし
た上で、特定条件下で選択的に現⾦給付を補完する限定的導⼊が妥当である。

• 提案の⽅向性
- 現物給付を基本とし、選択的・限定的な現⾦給付(代替でなく補完)
- ケアマネージャーの承認のもとケアプランに位置付け
- 選択条件：家族介護者の存在／介護継続意思／療養・休息・就労の根拠
• 期待される効果
-突発・短時間の介護ニーズに柔軟対応
-レスパイトケアの強化／介護継続の⽀援
- 介護の社会化（現物給付の原則）を維持
- ケアマネジメントにより家族介護の固定化リスクを制御。

総括：選択的現⾦給付の導⼊可能性Ⅲ
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